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町内の年長園児約110人がサケの稚魚３千匹を赤川に放流
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 帰ってきてね
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2５月
広報

歳　入
107億8,400万円

町　税
16億7,700万円
（15.5％）

地方交付税
43億0,000万円（39.9％）

町　債
5億8,080万円（5.4％）

国庫支出金
16億3,718万円
（15.2％）

繰入金
7億9,462万円（7.4％）

：自主財源
：依存財源

分担金および負担金ほか
4,897万円（0.4％）

県支出金
9億3,584万円
（8.7％）

地方譲与税ほか
8億0,959万円（7.5％）

平成29年度
一般会計

予算
107億8,400万円
自主財源：25億2,059万円　　依存財源：82億6,341万円

　東北町のまちづくりの基本となる
平成29年度当初予算が３月に開会
した町議会定例会で成立しました。
　平成29年度の当初予算総額は
107億8,400万円です。
　歳入（町に入ってくるお金）を大
別すると、自主財源（23.3％）、依
存財源（76.7％）に分けられます。
　自主財源は、町で自主的に徴収・
収納できる町税、使用料、手数料な
どを含み、依存財源は地方交付税、
国・県支出金などが含まれます。
　歳出は、町民の生活に関わるお金
の使い道で、民生費、農林水産費、
土木費、教育費などです。
　皆さんの納める税金や、国・県か
らの交付金などがどのように使われ
るのかといった使い道の概要です。
　ぜひ目を通してください。

財政用語解説
◆自主財源…町税や繰入金など町が独自に調達できる

お金
◆依存財源…国や県から交付されるなどによる収入
◆地方交付税…町の財政力に応じて国から配分されるお金
◆町　　債…大きな事業を行うときに借りるお金
◆公 債 費…事業を行うために借りたお金の返済金

◎町民1人当たりが納める町税（総額92,351円） 平成29年４月1日現在
人口18,159人で算出

固定資産税

46,603円

町たばこ税

8,067円

軽自動車税

3,410円

入　湯　税

38円

町 民 税

34,233円



3 ５月
広報

歳　出
107億8,400万円

総務費
19億6,290万円

（18.2％）

民生費
30億1,935万円

（28.0％）

公債費
13億5,371万円

（12.6％）

教育費
14億2,222万円

（13.2％）

衛生費
8億2,027万円

（7.6％）

消防費 2億9,556万円（2.8％）農林水産業費
7億1,522万円（6.6％） 商工・労働費 2億0,749万円（1.9％）

議会費ほか 1億2,084万円（1.1％）

土木費・災害復旧費
8億6,644万円（8.0％）

◎町民1人当たりに使われる町のお金（総額593,865円）
消　 防　 費� 16,276円
商工・労働費� 11,427円
議会費ほか� 6,654円

総 務 費

108,095円

教 育 費

78,320円

土木・災害復旧費

47,714円

衛 生 費

45,172円

農林水産業費

39,386円

民 生 費

166,273円

公 債 費

74,548円

◆国民健康保険事業特別会計
　予算額� 28億5,806万円
　・保険給付費� 15億6,392万円

◆後期高齢者医療特別会計
　予算額� １億7,015万円
　・後期高齢者医療広域連合納付金� １億5,136万円

◆介護保険特別会計
　予算額� 27億1,255万円
　・保険給付費� 25億8,544万円

◆介護サービス事業特別会計
　予算額� 2,166万円
　・介護予防サービス事業費� 316万円

◆農業集落排水事業特別会計
　予算額� １億5,568万円
　・事業費� 7,909万円

◆公共下水道事業特別会計
　予算額� ７億1,009万円
　・事業費� ３億6,553万円

◆上水道事業会計
　・収益的支出� ４億9,682万円
　・資本的支出� １億8,136万円

平成29年度特別会計予算
予算額および主な内容

町の予算











8５月
広報

５･６月の健康カレンダー
お問い合わせ：保健衛生課
東北町保健福祉センター　℡ 0175ｰ63ｰ2001
上北保健福祉センター　　℡ 0176ｰ56ｰ2933

事業名 対　　象　　者 実施日 受付時間 実施場所

乳児健診
乳児相談

・３～４カ月児(小児科診察）
　（平成29年１月19日～
　　　　平成29年２月２日生まれ）
＊対象者には個別通知します

５月22日㈪
12：45
～
13：00

七 戸 病 院
健 康 管 理
セ ン タ ー
（小児科診察と股
関節脱臼検査の日
程が別日になりま
す）

・３～４カ月児(小児科診察）
　（平成29年２月３日～
　　　　平成29年２月15日生まれ）
＊対象者には個別通知します

６月５日㈪

・股関節脱臼検査
　（平成29年２月３日～
　　　平成29年２月27日生まれ）
＊対象者には個別通知します

６月13日㈫
12：00
～
12：15

幼児健診

・６カ月児健診
　(平成28年11、12月生まれ)

６月16日㈮
９：30
～
９：45

上 北 保 健
福祉センター

・１歳児健診
　(平成28年５月、６月生まれ)

６月16日㈮
12：30
～
12：45

上 北 保 健
福祉センター

・５歳児健診
　(平成24年５月、６月生まれ)

６月22日㈭
12：30
～
12：45

東 北 町 保 健
福祉センター

ほがらか
教室

・�40歳以上で自分または家族の協
力で会場まで来られる方
・�初めて参加する方は保健師まで
ご連絡ください。

６月９日㈮
９：30
～
12：00

上 北 保 健
福祉センター

６月30日㈮
９：30
～
12：00

東 北 町 保 健
福祉センター

つつじ
作業所

・�心の病気を治療中で社会復帰を
目指している方および家族の方
　�（初めて参加する方は申請書等の
提出が必要ですので保健師まで
連絡ください。）

毎週 　
月、水、
木、金 

10：00
～
15：00

中 央 公 民 館

所内
健康相談 ・町民

毎週水曜日 ９：00
～
15：00

上 北 保 健
福祉センター

毎週　　　
火、木曜日

東 北 町 保 健
福祉センター

６月５日㈪
13：00
～
15：00

宝 湖 館

乳幼児健診、予防接種などを受ける際は、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。

◆集団健診の日程
健診場所 健診種類 日　程

東 北 町
保健福祉
センター
（乙供駅前）

主に
東北地区の方

集団健診
（平日開催）

６月５日（月）
６月６日（火）
６月７日（水）
６月22日（木）
６月23日（金）

集団健診
（日曜開催） ６月25日（日）

がん検診のみと
社保扶養向け健診 ６月４日（日）

健診場所 健診種類 日　程

上　　北
保健福祉
センター

主に
上北地区の方

集団健診
（平日開催）

９月４日（月）
９月５日（火）
９月６日（水）
９月27日（水）
９月28日（木）
９月29日（金）

集団健診
（日曜開催） 10月１日（日）

がん検診のみと
社保扶養向け健診 ９月３日（日）
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14５月
広報

　平成29年２月23日に開会した平成29年第１回中部上北広域事業組合議会定例会において、平成29年度一般会計
予算が可決されましたので、予算の概要についてお知らせします。
　当組合は、七戸町と東北町の広域的地域における、環境衛生、消防、病院、教育指導、学校給食などの事務事
業を共同で行い、効率よく公平なサービスを提供するため設置された一部事務組合です。

平成29年度 中部上北広域事業組合予算　27億7,810万円

　七戸病院では繰出し基準に基づき、基準外の負担分も含め、七戸
町から４億8,362万１千円、 東北町から１億837万９千円の負担
金を一般会計繰入金として頂いています。そのうち七戸町には２億
3,665万１千円、東北町には3,183万６千円 が基準財政需要額相
当分として町に交付税措置されています。

　繰出し基準に基づく一般会計からの繰入金とは、地方公営企業と
して運営される公立病院に対し、経営に伴う収入をもって充てるこ
とができない経費、効率的な経営によっても事業の採算性を求める
ことが客観的に困難なものと認められる経費などについては、一般
会計が負担すべきものとして地方公営企業法に定められており、そ
の負担すべき経費や考え方は、国が「地方公営企業繰出基準」 に示
されています。

項　　目 予定額 項　目　説　明
【収益的収支】
病院事業収益 2,400,477
医 業 収 益 1,931,907 入院や外来、人間ドックなどの収入
医業外収益 468,390 町からの負担金、補助金などの収入
特 別 利 益 180 過年度未収金回収分

病院事業費用 2,368,770
医 業 費 用 2,321,223 給与、薬品、材料、経費などの費用
医業外費用 47,547 借入資金の利息、消費税などの費用
純 損 益 31,707

項　　目 予定額 項　目　説　明
【資本的収支】
資本的収入 138,292
他会計負担金 90,592 企業債元金償還など町からの負担金
企 業 債 47,700 医療機械器具購入に伴う借入れ資金
貸付金返還 0

資本的支出 224,846
建設改良費 62,554 医療機械器具購入などに伴う費用
企業債償還金 162,292 企業債元金の償還金
差　　引 △86,554

　平成29年度の公立七戸病院当初予算は、収益的支出で23億6,877万円、資本的支出で2億2,484万円となりました。
　収入面においては、町からの負担金は5億9,200万円となります。地域医療をとりまく環境は厳しいものがありま
すが、病院の理念であります「信頼され、愛される病院」を目指して一層努力してまいります。�

（千円）

平成29年度 公立七戸病院 収益的支出� 23億6,877万円
資本的支出� 2億2,484万円予　算





16５月
広報

１．職種および採用予定人員
　　　◆一般行政職大学卒業程度…５名程度
　　　◆一般行政職高校卒業程度…２名程度
　　　◆保健師　　　　　　　　…１名程度
２．試験区分および受験資格
　　　⑴一般行政職大学卒業程度
　　　　�大学卒業以上および平成30年３月までに卒業見込みの者で、昭和57年４月２日から平成８年

４月１日までに生まれた者
　　　⑵一般行政職高校卒業程度（大学卒業以上除く）
　　　　昭和62年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた者
　　　⑶保健師
　　　　�平成元年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた者で、保健師の免許を取得している

者または平成30年３月31日までに免許取得見込みの者
　　　　※なお、上記のうち、複数の受験はできません。
３．受験申込用紙の入手方法
　　　◆町役場総務課で直接入手
　　　◆町ホームページ〔http：//www.town.tohoku.lg.jp/〕よりダウンロード
　　　◆郵送で請求する場合
　　　　�封筒の表に「受験申込書請求」と朱書し、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２

号）を同封の上、東北町役場総務課に請求してください。
４．受付期間
　　　◆一般行政職大学卒業程度および保健師
　　　　平成29年５月８日㈪～平成29年６月２日㈮〔郵送の場合は、６月２日までの消印に限り有効〕
　　　◆一般行政職高校卒業程度
　　　　平成29年７月３日㈪～平成29年７月28日㈮〔郵送の場合は、７月28日までの消印に限り有効〕
　　　　※受付時間は、いずれも午前８時30分から午後５時まで（土曜、日曜、祝日は受付しません）
５．手続書類提出先
　　　〒039-2492　東北町上北南四丁目32-484　東北町役場�総務課
　　　（郵便による場合は、封筒の表に「受験申込書」と朱書し、簡易書留で郵送してください）
６．試験日および試験内容等
　　　①第一次試験（筆記試験）
　　　◆一般行政職大学卒業程度および保健師（教養試験、専門試験等）
　　　　…平成29年７月23日㈰、青森市で実施
　　　◆一般行政職高校卒業程度（教養試験等）
　　　　…平成29年９月17日㈰、青森市で実施
　　　※上記日程は予定であり、詳細については後日、受験申込者に直接通知します。
　　②第二次試験（口述試験等）…�第一次試験合格者に通知します。
７．採用予定年月日 … 平成30年４月１日
８．給　与 … 東北町職員の給与に関する条例による。
９．その他 … �詳細については、受験申込書請求時に配布する「平成29年度東北町職員募集要項」に

より確認してください。なお、提出された書類は返却しません。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111（内線115）

東北町職員を募集します



17 ５月
広報

平成28年度実施の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業実績の報告

平成28年度実施の再編交付金事業実績の報告

ノーミス・ノー事故・農作業

◆特定防衛施設周辺整備調整交付金とは
　三沢飛行場等防衛施設の設置または運用により、周辺地域の生活環境等に影響を及ぼすなど、特に配慮する必
要があると認められた市町村に対し交付されている交付金で、公共用施設の整備またはその他の生活環境改善等
に寄与する事業に利用しています。

◆再編交付金とは
　平成19年度から、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第６条の規定により、在日米軍再編によ
る住民生活の安全に及ぼす影響が増大する市町村に対し国から再編交付金が交付され、公共施設の整備、住民生
活の利便性向上や産業の振興に寄与する事業に利用しています。

　４月～５月は、春の農作業安全運動期
間となっています。
　近年、高齢者の方の事故が多発してい
ますので、地域のみんなで声を掛け合
い、農作業事故を防ぎましょう。
　特に機械作業は基本操作を思い出し、
安全に作業しましょう。

平成28年度特定防衛施設周辺整備調整交付金 交付金額　　168,537千円
（単位：千円）

事　　業　　名 事 業 内 容 充当交付金額
町道408号線改良舗装工事 工事延長：70.0ｍ 7,500
町道表町６号線改良舗装工事 工事延長：80.0ｍ 11,300
町道田ノ沢１号線改良舗装工事 工事延長：120.0ｍ 13,280
町道内蛯沢３号線用地補償 用地面積：1,121.36㎡　補償　一式 3,100
向籏屋１号線用地補償 用地面積：671.29㎡　補償　一式 9,100
町道土場川第２中央線改良舗装工事 工事延長：140.0ｍ 15,757
花向町集会所改修工事 バリアフリー等改修29.33㎡ 19,500
東北町学校教育支援員設置事業 基金造成 44,000
東北町町道整備事業 基金造成 45,000

◆�詳しい内容については、東北町ホームページに掲載しております。

平成28年度再編交付金事業 交付金額　　84,066千円
（単位：千円）

事　　業　　名 事 業 内 容 充当交付金額
小学生医療費助成事業 基金造成 45,023
幼児医療費助成事業 基金造成 3,000
妊婦健康診査事業 基金造成 14,000
町道508号線側溝改修工事 工事延長：552.0ｍ 22,043

◆�詳しい内容については、東北町ホームページに掲載しております。

機械に巻き込まれない服装をする ほ場への出入りや傾斜地は要注意！

お知らせ



18５月
広報

　東北町の農業において、中心的な担い手農業者の経営強化および生産性の向上を図るため、
機械等の導入の取り組みに対し支援します。

予　　　算 20,000千円

補　助　率 30％以内（上限1,500千円）

対　象　物 １．農業用機械
２．農業用生産資材

対　象　者 １．東北町認定農業者および東北町認定新規就農者
　 （青年等就農計画が認定されている者）
２．東北町人・農地プランの中心的経営体に位置づけられている者
３．集落営農組織

◆申込期間：平成29年６月１日㈭～６月30日㈮
※�詳しい内容については、農林水産課へお問い合わせください。また、東北町ホームページ
にも掲載しておりますのでご参照ください。

■お問い合わせ　農林水産課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　東北町では、若者の定住を促進するために、町内の民間賃貸住宅に入居する新婚夫婦世帯
に対して家賃の一部を補助します。
◆対象となる方（次のいずれにも該当する世帯）
　・婚姻により新居をかまえる方（公務員および団体職員などは除く）
　・夫婦のいずれも年齢が40歳以下の方
　・町内に２年以上継続して定住する意思のある方
　・婚姻届を提出してから１年以内の方�
◆対象となる住宅
　・町内の民間賃貸住宅
　　（�公的賃貸住宅・社宅・官舎・寮等事業主から貸与を受けた住宅等、親族が所有、または

居住している住居は除く）
◆補助金額　　　　　　　　　　　　  ◆申請時期
　・家賃月額に対し２万円　　　　　　・民間賃貸住宅に入居後
　　（２万円未満の場合は、実費）　　◆その他
☆補助期間　　　　　　　　　　　　　・町内会に加入すること。
　・補助を開始した月から24カ月　　　・町税、使用料などの滞納がないこと。
　　（毎年度更新が必要です）　　　　　・�生活保護法など公的制度の補助を受けていないこ

と。

■お問い合わせ　建設課・建設課分室　℡ 0176-56-3111（内線653・243）

平成29年度東北町農業経営体質強化対策機械等導入支援事業のお知らせ

東北町新婚世帯定住促進支援事業のお知らせ



19 ５月
広報

　東北町では、小川原湖をはじめとする公共用水域の水質保全・改善に向け水洗化人口の増
加を図るため、町内の建築関係業者を活用して住宅の水廻りのリフォーム工事をされる方に
対し費用の一部を補助します。
◆対象になる方
　・町内に住宅を所有し、その住宅にお住まいの方
　（東北町の住民基本台帳に記録のある方）
　・町税等の滞納のない方
◆補助対象住宅
　・町内に有する居住用住宅
◆補助対象工事
　・下記の表に該当するトイレ等水廻りのリフォーム工事であること。

補助対象工事 補助率・限度額

ア　�公共下水道および農業集落排水区域外の方が、
合併浄化槽を設置する為のリフォーム工事

補助対象工事の１／３以内
補助限度額�21万円以内
（合併浄化槽設置は除く）

イ　�公共下水道および農業集落排水に未加入の方が、
加入する為のリフォーム工事

補助対象工事の１／３以内
補助限度額７万円以内ウ　�既に公共下水道および農業集落排水に加入済の

方および合併浄化槽を設置済の方が実施するリ
フォーム工事

　・登録施行業者が、直接行う工事であること。
　※�登録施行業者とは、「東北町自然にやさしい住宅リフォーム支援事業」に参加登録した建

設関連施行業者です。
　・交付決定後、平成30年３月23日㈮までに完了する工事であること。
◆補助額
　・補助対象工事に要する経費の1／3以内（補助限度額があります）
◆その他
　・補助金の交付回数は、当該住宅１回に限ります。
　・補助金の交付は、予算の範囲内で先着順の決定となります。
　※改修工事前に、必ず申請手続きをしてください。
　（決定通知が届いた後に、改修工事を開始）

■お問い合わせ　建設課・建設課分室　℡ 0176-56-3111（内線651・240）

東北町自然にやさしい住宅リフォーム支援事業のご案内

お知らせ



20５月
広報

◆概　要
　平成28年12月27日付けで厚生労働省保険局高齢者医療課から、後期高齢者医療制度発足
（平成20年）以来、後期高齢者医療広域連合の電算処理システム（標準システム）の設定に誤
り（※）があり、保険料の均等割部分の軽減判定が誤って行われ、本来納付すべき金額と異
なる保険料が賦課されていたとの報告がありました。対象となる方は下記のいずれの条件も
満たす方となります。
※�保険料の均等割部分の軽減判定所得の計算において、青色申告による純損失の繰越控除を
行う場合、本来、軽減判定用に計算した繰越損失額を用いる必要があるところ、確定申告
上の繰越損失額を用いて計算していたこと。
①�世帯主、本人または本人以外の被保険者である世帯員が青色事業専従者給与を支払ってい
る、または、年金収入（65歳以上の者の課税対象となる年金に限る）が120万円を超える青
色申告者である方
②本人が、後期高齢者医療制度の加入の直前に、被用者保険の被扶養者でなかった方
③軽減判定所得を再計算した結果、均等割軽減区分が変更となる方
◆今後の対応
　対象となる方には、平成29年４月頃から、「保険料額変更決定通知書」を送付します。
納付済みの保険料が過小となっている方に対しては「納付書」も併せて送付しますので、個
別の事情を伺いながら、ご理解いただいたうえで本来納付すべき保険料との差額分を「納付
書」により納付していただくこととなります。
　また、納付済みの保険料が過大となっている方に対しては、「還付通知書」を送付します。
還付通知の送付は、平成29年６月頃から行う見込みです。

■お問い合わせ　町民課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111
　　　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　　 ℡ 017-721-3821

　総務省は、東北町の行政相談員に、天間啓作氏と佐々木千代壽氏を平成29年４月１日付け
で委嘱しました。
　町民の皆さまが毎日の暮らしの中で、行政が担う仕事についての苦情や意見・要望などが
あったとき、もっとも身近な相談相手になるのが同相談委員です。
　◆苦情を直接申し出にくい　◆どこへ申し出たらよいか分からない
　◆苦情を申し出たがその措置に納得できない　など
　・相談は無料で秘密は厳守しますのでお気軽にご利用ください。
　・相談日は広報とうほくの「総合相談」をご覧ください。

■お問い合わせ　総務課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

後期高齢者医療制度の保険料軽減判定誤りによる
保険料の過大・過小徴収について

行政相談をご利用ください



21 ５月
広報

◆日　　時 平成２９年 ６ 月１１日㈰
９：３０～１２：４０

◆場　　所 上北町商工会館
（東北町上北南4-32-480　TEL 0176（56）2335）

◆定　　員 ５０名（定員になり次第締め切ります）
◆受講資格 満18歳以上で、施行日(平成27年7月1日)の時点で、現に足場の組立て、解体また

は変更の作業に係る業務(地上または堅固な床上における補助作業を除く)に従事
している者。※裏面に該当する者は、本教育の受講を省略することができます

◆受 講 料 ５, ６４０円
教育時間３時間（受講料・テキスト代・郵送料）

◆申し込みに必要なもの（受講提出書類および申込方法等）
　⑴受講申込書（下記商工会で用意しております。必要事項を記入の上、捺印のこと）
　⑵写真１枚を受講申込書に貼り付け（胸上タテ3.6㌢×ヨコ2.4㌢、１年以内に撮影のもの）
　⑶受講料（前納制です。申込時に商工会へ持参し、納付してください）

◆申込締切 平成２９年 ６ 月 ２ 日㈮
※�締切日以前であっても定員に達した場合は、受付を締め切ります。または、一
定の受講定員に満たない場合は、中止等になる場合もございますのでご了承く
ださい。

◆申込場所 上北町商工会 0176-56-2335／東北町商工会 0175-63-2329
七戸町商工会 0176-62-2521／七戸町天間林商工会 0176-68-2189

※本教育の受講を省略することができる者（①～④）
①足場の組立て等作業主任者修了者
②�建築施工系とび科の訓練（普通職業訓練）を修了した者、居住システム系建築科または居住
システム系環境科の訓練（高度職業訓練）を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講
習規程（昭和47年労働省告示第109号）第１条各号に掲げる者
③とびに係る１級または２級の技能検定に合格した者�
④とび科の職業訓練指導員免許を受けた者�
※18歳未満の業務従事経験は含みません。
※�平成27年７月１日以前に経験を有する者は、平成29年６月30日まで猶予期間として作業に
従事できますが、平成29年７月１日以降事業者は当該作業者を作業に就かせるまでに、正
規（６時間以上）の特別教育を実施する必要があります。

足場の組立て等の業務に係る特別教育
(時間短縮３時間)のご案内

お知らせ

本技能講習は、
建設労働者確保
育成助成金の対
象講習です。



22５月
広報

◆�平成29年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、平
成29年６月１日時点で実施します。
◆�工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とす
る政府の重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
◆�調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国および地域行政施策のための
基礎資料として利活用されます。
◆�調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に
使用することは絶対にありません。
◆�調査の趣旨・必要性を御理解いただき、ご回答をよろしくお願いします。

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

　東北町教育委員会では東北町立上北中学校防
音事業として、技術室、技術準備室、配膳室、
男女トイレを配置し、冷暖房を完備した特別室
棟を旧第二体育館跡地（役場本庁舎側）に建築
しました。
　こちらの特別室棟は防衛施設庁の防衛施設周
辺防音事業交付金を利用し、平成29年３月に完
成しました。

■お問い合わせ　学務課　℡ 0176-56-4818

平成29年工業統計調査を実施します

防衛施設周辺防音事業補助金で整備しました

～ 自衛官募集 ～

この今を、未来を、守る。

募集種目 応　募　資　格 受付期間 試　験　期　日 試験場所（予定）

自衛官候補生 男 18歳以上27歳未満 年間を通じて
行っております

受付時にお知らせ
いたします

受付時にお知らせ
いたします

◎　応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
■　細部については、下記までお問い合わせください。
〒033－0037　 三沢市松園町三丁目６－16
　　　　　　　中野プラザビル２Ｆ（ユニバース隣）
　　　　　　　自衛隊青森地方協力本部　三沢募集案内所
　　　　　　　電話およびＦＡＸ　0176-53-1346（平日８：45～17：30）
　　　　　　　e-mail�：�aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp



23 ５月
広報

５月の番組内容紹介
◆ニュースフラッシュとうほく
・小川原小学校閉校記念動画【新】（放送時間10分）
◆各課のお知らせ
◆広報とうほくテレビ版
◆認知症サポーター
◆あおもりロコトレ　運動器の障害を予防するための体操（放送時間１時間）
◆学校紹介番組　第一小学校「米づくり体験学習」（放送時間30分）
◆学校紹介番組　閉校記念「第一小学校・小川原小学校の軌跡」（放送時間30分）
◆イベントチャンネル
　①第11回東北町郷土芸能発表会（放送時間１時間）
　②第８回東北町文化協会芸能発表会（放送時間１時間）
◆サイエンスチャンネル　アスリート解体新書（放送時間30分）

＊�毎日、番組放送内容をずらして放送いたしますので、その日の放送番組は、テレビリモコンの「番
組表」で確認してください。
＊放送内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。

■お問い合わせ　企画課　℡ 0176-56-3111　または　℡ 0175-63-2111

地デジ11ｃｈ 東北町テレビ （放送時間6：00～22：00）

小川原小学校閉校記念動画

今月のピックアップ番組

映像提供：国土交通省東北整備局高瀬川河川事務所小川原出張所
　　　　　小川原湖地区安全衛生連絡協議会　　　　　　　　　

お知らせ

みんな見てね！



24５月
広報

軽自動車税の減免について

　障害者所有の軽自動車、また
は、障害者と生計を一にし、常時
介護する方が運転する軽自動車
について、軽自動車税の減免（１
台に限る）を申請することができ
ます。ただし、県税で自動車税を
減免している方は申請できませ
ん。また、減免申請される方が該
当年度の軽自動車税を納付した
場合は、減免対象とならない場合
があります。
　申請する場合は平成29年度軽
自動車税の納期限７日前、平成29
年５月24日㈬までに、下記の書類
を役場税務課に持参の上、申請し
てください。

①�身体障害者・療育・精神障害
者手帳（写）
※�等級によって減免の対象とな
らない場合があります。��
②�納税義務者の個人番号記載書
類（マイナンバーカード、通知
カード等）
③運転免許証（写）
④車検証（写）
⑤軽自動車税納税通知書
⑥印鑑（認印可）�
⑦生計同一証明書
　（�軽自動車の所有者もしくは運
転者が障害者本人ではない場
合に必要）

※�また、公益のため直接専用する
軽自動車の減免申請につきま
しても、個人番号または法人番
号の記載が必要となりますの
で、法人番号指定通知書等の番
号が分かるものをご持参くだ
さい。
■お問い合わせ
　税務課　℡ 0176-56-3111
　　　　　℡ 0175-63-2111

奨学基金に寄付がありました

　東北町商工会女性部（中美久
里子部長）は３月17日、東北町コ
ミュニティセンター未来館を訪
れ、学校教育に役立ててください
と、町奨学基金へ３万円を寄付し
ました。
　同会は平成10年から継続して
寄付をしており、今回で19回目と
なりました。

青森県交通事故相談所
からのお知らせ

　交通事故でお困りの方、専門の
相談員が無料で相談をお受けし
ています。
◆場所…青森県庁北棟７階
◆相談番号…℡ 017-734-9235
◆相談日…月～金曜日
　（祝祭日・年末年始を除く）
◆時間…８時30分～ 17時15分
※個人の秘密は厳守します。
※�面接相談のほか、電話での相談
も受け付けています。
※�一度きりではなく、何度でもご
相談いただいて大丈夫です。
　まずは、お電話をください。
■お問い合わせ
　県民生活文化課
　℡ 017-734-9232

「六景楽市ブランド」が
認定商品を募集します

　東北町・三沢市・野辺地町・
横浜町・六ヶ所村・東通村の農
林水産加工品を地域ブランド「六
景楽市」の認定商品とする、第21
期の商品を公募します。認定商品
には催事出店時の補助等があり
ますので、奮ってご応募くださ
い。
◆応募条件（要件を満たす方）
　①�東北町にお住まいの方、事業
者の方

　②�東北町及び上記市町村で生
産された農林水産品を主な
食材・原料とする加工品を
販売出来る方

◆応募期間
　５月８日㈪～６月２日㈮
■お問い合わせ
　上北町商工会　℡ 0176-56-2335
　東北町商工会　℡ 0175-63-2329

６月５日㈪・19日㈪は
「弁護士無料相談」

� ※弁護士無料相談は予約制

【お問い合わせ】
５日…弁護士法人青空と大地
　　　℡ 0176-21-5162
19日…十枝内総合法律事務所
　　　℡ 0176-21-4005

【問】福祉課
　℡ 0176-56-3111
　℡ 0175-63-2111

～人権、行政相談～

税　　金 募　　集

お知らせ

善意の寄付

◆時間　午前10時～正午
◆場所　東北町役場
　　　　本庁舎２階和室

６月５日（月）

◆時間　午前10時～正午
◆場所　コミュニティ
　　　　センター未来館

６月19日（月）



25 ５月
広報

国民年金学生納付特例のご案内

　20歳以上の方は、学生であって
も国民年金に加入しなければな
りません。
　しかし、学生の方は一般的に所
得が少ないため、ご本人の所得が
一定額以下の場合、国民年金保険

国民年金保険料は納付期限
までに納めましょう

　平成29年４月分から平成30年
３月分までの国民年金保険料は
月額16,490円です。保険料は、日本
年金機構から送られる納付書に
より、金融機関やインターネット
等を利用して納付、便利でお得な
口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保
険料を納期限までに納めていた
だけない方に対して、電話、書面、
面談により早期に納めていただ
くよう案内を行っております。
　未納のまま放置されると、強制
徴収の手続きによって督促を行
い、指定された期限までに納付が
ない場合は、延滞金が課されるだ
けでなく、納付義務のある方※１
の財産を差し押さえることがあ
りますので早めの納付をお願い
します。
※１ �納付義務者は被保険者本

人、連帯して納付する義務
を負う配偶者および世帯主
になります。

料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に
規定する大学（大学院）、短期大
学、高等専門学校、専修学校およ
び各種学校（修業年限１年以上で
ある課程）に在学する学生等で、
ご本人の前年所得が次の計算式
で計算した金額以下であること
が条件です。

所得の目安　118万円 ＋
（扶養親族等の数×38万円）

　学生納付特例の承認期間は４
月から翌年３月までとなります
が、承認を受けた次の年度も在学
予定である場合、４月以降に再申
請の用紙が送られてきますので、
引き続き学生納付特例制度をご
希望の場合は、必要事項を記入の
上ご返送ください。
　はじめての学生納付特例の申
請をする方は、在学証明書または
学生証明書（写）の添付が必要です。
■お問い合わせ
　青森年金事務所　℡ 017-734-7495

☆ハガキに住所・氏名・年齢・
電話番号と答えを書いて送って
ください。応募の際、広報など
についてのご意見もお待ちして
おります。
☆応募先－〒039－2492
　東北町上北南四丁目32－484
　役場企画課「クイズに挑戦」係
☆応募締切－５月29日㈪

　歳入を大別すると自主財

源と何財源？� （ヒントＰ２）

　「愛の鈴」は何を使用し

て作られている？
� （ヒントＰ７）

　工業統計調査は何月何

日時点で実施？�（ヒントＰ22）

４月号の答え
①甲地小学校
②Ⅱ型
③山火事防止運動

４月号の当選者については、記
念品の発送をもって代えさせて
いただきます。

今月の相談日は

時　間：午前９時30分
　　　　～午前11時30分
場　所：町保健福祉センター
　　　　相談室
問合せ：町社会福祉協議会
　　　　℡ 0175-63-2717

東北町心配ごと相談所

５月17日（水）

国 民 年 金

今月の

と　き：５月20日(土)
　　　　　　　午後２時～
ところ：町立図書館
　　　　乙供分室
　　　　（中央公民館内）
問合せ：町立図書館
　　　　℡ 0176-56-2261

おはなし会

お知らせ










